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議 案 第 １ 号 
専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度三豊市一般会計
補正予算（第７号）） 
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平成３０年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第
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議 案 第 ５ 号 平成３０年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） １７ 
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議 案 第 ８ 号 平成３０年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第４号） ２０ 
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議案第２０号 平成３１年度三豊市港湾整備事業特別会計予算 ３２ 
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議案第３０号 三豊市企業立地促進条例の一部改正について ５６ 

議案第３１号 三豊市産地形成促進施設条例の一部改正について ５８ 

議案第３２号 三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例の一部改正について ６０ 

議案第３３号 三豊市国民健康保険税条例の一部改正について ６２ 

議案第３４号 
三豊市指定地域密着型サービス等事業の人員、設備及び運営等の基
準等に関する条例の一部改正について 

６４ 

議案第３５号 三豊市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について ６７ 

議案第３６号 三豊市地域子育て支援センター条例の一部改正について ６９ 

議案第３７号 三豊市都市公園条例の一部改正について ７１ 

議案第３８号 三豊市市営住宅入居者選考委員会条例の一部改正について ７３ 
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議案第３９号 三豊市豊中町地域づくり推進基金条例の廃止について ７５ 

議案第４０号 三豊市仁尾町ふる里創生基金条例の廃止について ７７ 

議案第４１号 三豊市仁尾町観光振興事業基金条例の廃止について ７９ 

議案第４２号 三豊市山本町地域振興基金条例の廃止について ８１ 

議案第４３号 工事請負契約の締結について ８３ 

議案第４４号 指定管理者の指定について（三豊市詫間町松崎コミュニティセンター） ８４ 

議案第４５号 指定管理者の指定について（三豊市詫間町箱浦ビジターハウス） ８５ 

議案第４６号 市道の路線廃止及び路線認定について ８６ 





議案第１号

   専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度三豊市一般会計補正予

算（第７号））

 平成３０年度三豊市一般会計補正予算（第７号）を定めることについて、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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専決処分書

 平成３０年度三豊市一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないこ

とが明らかであると認め、別紙のとおり専決処分する。

  平成３１年２月５日

                         三豊市長 山下 昭史  
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平成３０年度三豊市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。         

（歳入歳出予算の補正）                                                                 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，８６５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

 を歳入歳出それぞれ３４，５３０，８１４千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

 は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年２月５日専決 

                        三豊市長 山下 昭史 

3



第１表　歳入歳出予算補正

( 歳        入 ） （単位 ： 千円）

款 項

17 寄附金 141,538 21,996 163,534

 1 寄附金 141,538 21,996 163,534

18 繰入金 2,637,756 8,869 2,646,625

 2 基金繰入金 2,637,756 8,869 2,646,625

34,499,949 30,865 34,530,814

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

4

( 歳        出 ） （単位 ： 千円）

款 項

 2 総務費 5,425,111 30,865 5,455,976

 1 総務管理費 4,837,960 30,865 4,868,825

34,499,949 30,865 34,530,814

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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１．総括

( 歳　　入 ）

款

17 寄附金 １４１，５３８

18 繰入金 ２，６３７，７５６

３４，４９９，９４９

補 正 前 の 額

歳 入 合 計

歳入歳出補正予算（第7号）事項別明細書

6

（単位 ： 千円）

２１，９９６ １６３，５３４

８，８６９ ２，６４６，６２５

３０，８６５ ３４，５３０，８１４

補 正 額 計
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( 歳　　出 ）

款

 2 総務費 5,425,111 30,865 5,455,976

34,499,949 30,865 34,530,814歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

8

（単位 ： 千円）

0 0 21,996 8,869

0 0 21,996 8,869

補 正 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２．歳入
（款） 17 寄附金

款

項

目

17 寄附金 141,538 21,996 163,534

 1 寄附金 141,538 21,996 163,534

 2 総務費寄附金 120,001 21,996 141,997

（款） 18 繰入金

18 繰入金 2,637,756 8,869 2,646,625

 2 基金繰入金 2,637,756 8,869 2,646,625

 1 財政調整基金繰入金 1,679,775 8,869 1,688,644

補 正 前 の 額 補 正 額 計

10

（単位 ： 千円）

節   

 1 総務管理費 21,996 企画費寄附金 21,996

寄附金 ふるさと三豊応援寄附金 21,996

 1 財政調整基 8,869 財政調整基金繰入金 8,869

金繰入金

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  2 総務費

款

項

目

 2 総務費 5,425,111 30,865 5,455,976 0 0 21,996

 1 総務管理費 4,837,960 30,865 4,868,825 0 0 21,996

 6 企画費 1,254,868 30,865 1,285,733 0 0 21,996

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

12

(単位：千円)

節       

8,869

8,869

8,869  8 報償費 5,758 報償金 5,758

ふるさと三豊応援寄附謝礼

5,758

13 委託料 3,111 業務委託料 3,111

事業委託費 3,111

25 積立金 21,996 積立金 21,996

ふるさと三豊応援基金 21,996

一 般 財源 区 分 金 額
説 明
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議案第２号

   平成３０年度三豊市一般会計補正予算（第８号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市一般会計補正予

算（第８号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第３号

   平成３０年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第４号

   平成３０年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市国民健康保険診

療所事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第５号

   平成３０年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  

17



議案第６号

   平成３０年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市介護保険事業特

別会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第７号

   平成３０年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市介護サービス事

業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第８号

   平成３０年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第４号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市集落排水事業特

別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第９号

   平成３０年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市浄化槽整備推進

事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１０号

   平成３０年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成３０年度三豊市港湾整備事業特

別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１１号

   平成３０年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）

 平成３０年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１２号

   平成３１年度三豊市一般会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市一般会計予算を別冊の

とおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１３号

   平成３１年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市国民健康保険事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１４号

   平成３１年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市国民健康保険診療所事

業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１５号

   平成３１年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市後期高齢者医療事業特

別会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１６号

   平成３１年度三豊市介護保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市介護保険事業特別会

計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１７号

   平成３１年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市介護サービス事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１８号

   平成３１年度三豊市集落排水事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市集落排水事業特別会計

予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第１９号

   平成３１年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市浄化槽整備推進事業特

別会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第２０号

   平成３１年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成３１年度三豊市港湾整備事業特別会計

予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第２１号

   平成３１年度三豊市病院事業会計予算

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成３１年度三豊市病院事業会計

予算を別冊のとおり提出する。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第２２号

   三豊市行政不服審査関係手数料条例の制定について

 三豊市行政不服審査関係手数料条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号 

   三豊市行政不服審査関係手数料条例 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２７条の規定により徴収する手

数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、

この条例の定めるところによる。 

 （手数料の額） 

第２条 行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）第３８条

第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項（他の法令において準用する

場合を含む。）の条例で定める手数料の額は、別表第１に定める額とする。 

２ 法第８１条第３項において読み替えて準用する法第７８条第４項の条例で定め

る手数料の額は、別表第２に定める額とする。 

 （手数料の徴収） 

第３条 手数料は、法第３８条第１項（法第９条第３項の規定により読み替えて適

用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。）又は法第８

１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付についての申請

の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。 

 （手数料の減免）

第４条 審理員（法第９条第３項に規定する場合にあっては、審査庁とする。第３

項において同じ。）は、法第３８条第１項の規定による交付を受ける審査請求人

又は参加人（以下「審査請求人等」という。）が経済的困難により手数料を納付

する資力がないと認めるときは、２，０００円を限度として、第２条第１項の手

数料を減額し、又は免除することができる。

２ 三豊市行政不服審査会（以下「審査会」という。）は、法第８１条第３項にお

いて準用する法第７８条第１項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的

困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、２，０００円を限度と

して、第２条第２項の手数料を減額し、又は免除することができる。

３ 前２項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、

当該各項に規定する交付（次条において「交付」という。）を求める際に、併せ
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て当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会

に提出しなければならない。

４ 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法（昭和25年法律第144号）第１１

条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶

助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあって

は当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

 （送付による交付）

第５条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して

当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。

 （委任）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行し、同日以後に受理する申請に係る手

数料の徴収について適用する。

別表第１（第２条関係）

交付の方法 手数料の額 備考

１ 対象書面等を複写機

により用紙の片面又は

両面に白黒又はカラー

で複写したものの交付

白黒 用紙１枚につき

１０円

両面に複写された用

紙については、片面

を１枚として手数料

の額を算定する。

カラー 用紙１枚につき

５０円

２ 対象電磁的記録に記

録された事項を用紙の

片面又は両面に白黒又

はカラーで出力したも

のの交付

白黒 用紙１枚につき

１０円

両面に出力された用

紙については、片面

を１枚として手数料

の額を算定する。
カラー 用紙１枚につき

５０円

３ 行政手続等における

情報通信の技術の利用

に関する法律（平成14

年法律第 1 5 1号。以下

「情報通信技術利用法

１の項又は２の項に掲げ

る交付の方法（用紙の片

面に複写し、又は出力す

る方法に限る。）によっ

てするとしたならば、複
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」という。）第４条第１

項の規定により同項に

規定する電子情報処理

組織を使用して行う方

法により対象書面等を

複写したもの又は対象

電磁的記録を出力した

ものの交付

写され、又は出力される

用紙１枚につき１０円

（注）この表において「対象書面等」とは、法第３８条第１項に規定する書面又は

書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

別表第２（第２条関係）

交付の方法 手数料の額 備考

１ 対象主張書面等を複

写機により用紙の片面

又は両面に白黒又はカ

ラーで複写したものの

交付

白黒 用紙１枚につき

１０円

両面に複写された用

紙については、片面

を１枚として手数料

の額を算定する。
カラー 用紙１枚につき

５０円

２ 対象電磁的記録に記

録された事項を用紙の

片面又は両面に白黒又

はカラーで出力したも

のの交付

白黒 用紙１枚につき

１０円

両面に出力された用

紙については、片面

を１枚として手数料

の額を算定する。
カラー 用紙１枚につき

５０円

３ 情報通信技術利用法

第４条第１項の規定に

より同項に規定する電

子情報処理組織を使用

して行う方法により対

象主張書面等を複写し

たもの又は対象電磁的

記録を出力したものの

１の項又は２の項に掲げ

る交付の方法（用紙の片

面に複写し、又は出力す

る方法に限る。）によっ

てするとしたならば、複

写され、又は出力される

用紙１枚につき１０円
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交付

（注）この表において「対象主張書面等」とは、法第８１条第３項において準用す

る法第７８条第１項に規定する主張書面又は資料をいい、「対象電磁的記

録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。 
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議案第２３号

   三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金条例の制定について

 三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金条例

 （設置）

第１条 三豊市父母ケ浜海水浴場施設の整備及び維持管理並びに父母ケ浜の環境保

全を図るため、三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金（以下「基金」という。）

を設置する。

 （積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

 （管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。

 （運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に

繰り入れるものとする。

 （繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。

 （処分）

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費

の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 （委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第２４号

   三豊市就学前教育・保育検討委員会設置条例の制定について

 三豊市就学前教育・保育検討委員会設置条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市就学前教育・保育検討委員会設置条例

 （設置）

第１条 三豊市における就学前の教育及び保育のあり方等について調査研究するた

め、三豊市就学前教育・保育検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設

置する。

 （所掌事務）

第２条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 就学前の教育及び保育に関する計画を策定すること。

(2) その他検討委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

 （組織）

第３条 検討委員会は、委員１５人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保育所長の代表

(3) 幼稚園長の代表

(4) 小学校長の代表

(5) 私立保育施設運営者の代表

(6) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(7) 保育所の保護者の代表

(8) 幼稚園の保護者の代表

(9) 主任児童委員の代表

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

 （任期）

第４条 委員の任期は、第２条の所掌事務を完了するまでとする。

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 （委員長及び副委員長）

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
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３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

 （会議）

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、議長と

なる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

４ 会議は、原則として公開する。ただし、必要に応じ、検討委員会の決定により

議事を非公開とすることができる。

５ 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。

 （報酬及び費用弁償）

第７条 検討委員会の委員の報酬及び費用弁償は、三豊市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年三豊市条例第55号）の規定に

よる。

 （庶務）

第８条 検討委員会の庶務は、健康福祉部保育幼稚園課において処理する。

 （委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （最初の検討委員会の招集）

２ 検討委員会については、委員長が選任されるまでの間は、第６条第１項の規定

にかかわらず、市長が招集する。

 （三豊市保育所運営計画策定委員会設置条例の廃止）

３ 三豊市保育所運営計画策定委員会設置条例（平成22年三豊市条例第5号）は、

廃止する。

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）
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４ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。

  別表事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委員会委員の項の次に次

のように加える。

就学前教育・保育検討委員会委員 日額 ８，０００

  別表保育所運営計画策定委員会委員の項を削る。
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議案第２５号

   三豊市森林経営管理基金条例の制定について

 三豊市森林経営管理基金条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市森林経営管理基金条例

 （設置）

第１条 林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の促進に必要な財源を確保する

ため、三豊市森林経営管理基金（以下「基金」という。）を設置する。

 （積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

 （管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。

 （運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に

繰り入れるものとする。

 （繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。

 （処分）

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費

の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 （委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第２６号

   組織機構改革に伴う関係条例の整備について

 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  

47



三豊市条例第 号

   組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例

 （三豊市総合計画審議会条例の一部改正）

第１条 三豊市総合計画審議会条例（平成18年三豊市条例第278号）の一部を次の

ように改正する。

  第７条中「政策部田園都市推進課」を「政策部地域戦略課」に改める。

 （三豊市事務事業外部評価委員会設置条例の一部改正）

第２条 三豊市事務事業外部評価委員会設置条例（平成21年三豊市条例第33号）

の一部を次のように改正する。

  第７条中「政策部田園都市推進課」を「政策部地域戦略課」に改める。

 （三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例の一部改正）

第３条 三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例（平成27年

三豊市条例第1号）の一部を次のように改正する。

  第７条中「政策部田園都市推進課」を「政策部地域戦略課」に改める。

 （三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会設置条例の一部改正）

第４条 三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会設置条例（平成19年三豊市条

例第6号）の一部を次のように改正する。

  第８条中「政策部田園都市推進課」を「市民環境部人権課」に改める。

 （三豊市ものづくり大賞審査委員会設置条例の一部改正）

第５条 三豊市ものづくり大賞審査委員会設置条例（平成27年三豊市条例第5号）

の一部を次のように改正する。

  第７条中「政策部産業観光課」を「政策部産業政策課」に改める。

 （三豊市都市計画審議会条例の一部改正）

第６条 三豊市都市計画審議会条例（平成18年三豊市条例第191号）の一部を次の

ように改正する。

  第７条中「建設経済部土木管理課」を「建設経済部都市整備課」に改める。

 （三豊市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正）

第７条 三豊市空家等の適正な管理に関する条例（平成29年三豊市条例第2号）の

一部を次のように改正する。
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  第１３条第１０項中「建設経済部建築課」を「建設経済部建築住宅課」に改め

る。

 （三豊市市営住宅入居者選考委員会条例の一部改正）

第８条 三豊市市営住宅入居者選考委員会条例（平成19年三豊市条例第7号）の一

部を次のように改正する。

  第７条中「建設経済部住宅課」を「建設経済部建築住宅課」に改める。

 （三豊市スポーツ推進審議会条例の一部改正）

第９条 三豊市スポーツ推進審議会条例（平成23年三豊市条例第35号）の一部を

次のように改正する。

  第９条中「教育委員会事務局生涯学習課」を「教育委員会事務局スポーツ振興

課」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第２７号

   三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成18年三豊市条例第50号）の

一部を次のように改正する。

 第８条に次の１項を加える。

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

 第９条第１項中「地方公務員の育児休業等に関する法律」の次に「（平成3年法

律第110号）」を加える。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第２８号

   三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例の一部改正について

 三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例（平成25年三豊市条例第3号）の

一部を次のように改正する。

 第４条中「３３万円」を「４０万円」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第２９号

   三豊市自動車駐車場条例の一部改正について

 三豊市自動車駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市自動車駐車場条例の一部を改正する条例

 三豊市自動車駐車場条例（平成18年三豊市条例第32号）の一部を次のように改正

する。

 第２条第２号中「三豊市三野町下高瀬１９７８番地１」を「三豊市三野町下高瀬

２０１２番地１」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第３０号

   三豊市企業立地促進条例の一部改正について

 三豊市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市企業立地促進条例の一部を改正する条例

 三豊市企業立地促進条例（平成23年三豊市条例第2号）の一部を次のように改正

する。

 第２条第７号中「又は試験研究施設」を「、試験研究施設、宿泊施設又は観光施

設」に改め、同号を同条第９号とし、同条第６号の次に次の２号を加える。

(7) 宿泊施設 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条に規定する旅館・ホ

テル営業及び簡易宿所営業（いずれも風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業を除く。）の用に供する施設並びにこれに附帯する施設をいう。

(8) 観光施設 市民及び観光旅行者の利用に供される施設のうち、規則で定め

るものをいう。

 第４条第１項中「一の指定企業に対する」を「同項の指定を受けた一の製造業施

設等につき」に、「１億円」を「２億円」に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日前に受理された第３条第２項の申請に係る奨励金の交付に

ついては、なお従前の例による。
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議案第３１号

   三豊市産地形成促進施設条例の一部改正について

 三豊市産地形成促進施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市産地形成促進施設条例の一部を改正する条例

 三豊市産地形成促進施設条例（平成18年三豊市条例第157号）の一部を次のよう

に改正する。

 別表第２の３ たからだの里「物産館」の表食堂コーナーの項中「８３，８１

０」を「９３，４００」に、同表喫茶コーナーの項中「６２，８６０」を「７１，

２００」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第３２号

   三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例の一部改正について

 三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例の一部を改正する条例

 三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例（平成18年三豊市条例第187号）の一部を次の

ように改正する。

 第２条第２号中「三豊市仁尾町仁尾乙２０３番地３、乙２４９０番地１」を「三

豊市仁尾町仁尾乙２０３番地３、乙２０３番地１７、乙２７３番地１、乙２７３番

地３、乙２７４番地１、乙２７４番地８、乙２４９０番地１、乙２６８６番地１」

に改める。

 別表を次のように改める。

別表（第７条関係）

  利用料金

（単位：円）

施設名 区分 金額

貸室（１室） 平日 １４時まで ２，９００

１４時以降 １，５００

土・日・祝日・毎年８

月１３日～８月１５日

１４時まで ３，９００

１４時以降 １，５００

シャワー １回 ５００

駐車場 自家用車（１台） １日１回 ５００

バス（中型１台） １日１回 １，０００

バス（大型１台） １日１回 ２，５００

 備考

  １ 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和2

3年法律第178号）に規定する休日をいう。

  ２ 駐車場の金額は、１日の入場１回ごとの金額である。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第３３号

   三豊市国民健康保険税条例の一部改正について

 三豊市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 三豊市国民健康保険税条例（平成18年三豊市条例第69号）の一部を次のように

改正する。

 第２条第２項ただし書中「５８万円」を「６１万円」に改める。

 第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改め、同条第２号中「２７万５，００

０円」を「２８万円」に改め、同条第３号中「５０万円」を「５１万円」に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （適用区分）

２ この条例による改正後の三豊市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。
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議案第３４号

   三豊市指定地域密着型サービス等事業の人員、設備及び運営等の基準等に関

する条例の一部改正について

 三豊市指定地域密着型サービス等事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市指定地域密着型サービス等事業の人員、設備及び運営等の基準等に関

する条例の一部を改正する条例

 三豊市指定地域密着型サービス等事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する

条例（平成24年三豊市条例第32号）の一部を次のように改正する。

 第１条を次のように改める。

 （趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）

第７８条の４第１項及び第２項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準、法第７８条の２の２第１項に規定する共生型地域密

着型サービスに関する基準、法第１１５条の１４第１項及び第２項に規定する指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（次条においてこれらの基準を「指定地域密着型サービス等事業の基準」とい

う。）その他法第７８条の２第１項及び第４項第１号の規定による指定地域密着

型サービス事業者の指定及び法第１１５条の１２第２項第１号の規定による指定

地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

 第２条を削る。

 第３条第１項中「経過措置についても」の次に「、規則で定めるものを除き」を

加え、同条を第２条とする。

 第４条中「指定地域密着型サービス等事業者（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービス事業者及び法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着

型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）」を「法第４２条の２第１項に規

定する指定地域密着型サービス事業者及び法第５４条の２第１項に規定する指定地

域密着型介護予防サービス事業者（以下「指定地域密着型サービス等事業者」とい

う。）」に改め、同条を第３条とする。

 第５条中「当該地域密着型サービス等の」を削り、同条を第４条とし、第６条を

第５条とし、第７条を第６条とする。

 第８条第１項中「２９人」を「２９人以下」に改め、同条第２項を削り、同条を
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第７条とし、同条の次に次の１条を加える。

 （指定地域密着型サービス等事業者の指定の条件）

第８条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第１３１条の１０の２に規定する者とする。

２ 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、介護保険法施行規則第

１４０条の２７の２に規定する者とする。

 第９条中「指定地域密着型サービス等事業の基準等に関し」を「この条例の施行

について」に改める。

 別表第１中「、第３条」を削り、同表指定地域密着型サービス等の事業の項中

「指定地域密着型サービス等の事業」を「事業の区分」に改め、同表１の項中「規

定する指定地域密着型サービスの事業」の次に「（共生型地域密着型サービスの事

業を含む。）」を加える。

 別表第２中「第３条」を「第２条」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第３５号

   三豊市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

 三豊市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成18年三豊市条例第111号）の一部

を次のように改正する。

 第１４条の見出し中「利率」を「保証人及び利率」に改め、同条中「災害援護資

金は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」

を加え、「３パーセント」を「１パーセント」に改め、同条を同条第２項とし、同

条に第１項として次の１項を加える。

  災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

 第１４条に次の１項を加える。

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担す

るものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。

 第１５条第１項中「年賦償還」の次に「、半年賦償還又は月賦償還」を加え、同

条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施

行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資

金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
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議案第３６号

   三豊市地域子育て支援センター条例の一部改正について

 三豊市地域子育て支援センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  

69



三豊市条例第 号

   三豊市地域子育て支援センター条例の一部を改正する条例

 三豊市地域子育て支援センター条例（平成27年三豊市条例第31号）の一部を次

のように改正する。

 第２条の表三豊市高瀬地域子育て支援センターの項中「三豊市高瀬町上高瀬２０

２４番地２」を「三豊市高瀬町上高瀬７５１番地２４」に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第３７号

   三豊市都市公園条例の一部改正について

 三豊市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市都市公園条例の一部を改正する条例 

 三豊市都市公園条例（平成18年三豊市条例第193号）の一部を次のように改正す

る。

 別表第１中央児童公園の項を削り、同表西野近隣公園の項中「三豊市詫間町詫間

字松本」を「三豊市詫間町詫間字松本６８１２番地１外」に改め、同表塩生児童公

園の項中「三豊市詫間町詫間字塩生ケ原」を「三豊市詫間町詫間字塩生ケ原６８６

０番地」に改め、同表たくまポートメモリアルパークの項中「三豊市詫間町詫間字

宮ノ下」を「三豊市詫間町詫間字宮ノ下１３３８番地１３７」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第３８号

   三豊市市営住宅入居者選考委員会条例の一部改正について

 三豊市市営住宅入居者選考委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号 

   三豊市市営住宅入居者選考委員会条例の一部を改正する条例 

 三豊市市営住宅入居者選考委員会条例（平成19年三豊市条例第7号）の一部を次

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   三豊市市営住宅等入居者選考委員会条例 

 第１条中「第１１条第２項」の次に「及び三豊市定住促進住宅設置及び管理条例

（平成28年三豊市条例第31号）第８条の規定」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成1

8年三豊市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  別表市営住宅入居者選考委員会委員の項中「市営住宅入居者選考委員」を「市

営住宅等入居者選考委員」に改める。 
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議案第３９号

   三豊市豊中町地域づくり推進基金条例の廃止について

 三豊市豊中町地域づくり推進基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市豊中町地域づくり推進基金条例を廃止する条例

 三豊市豊中町地域づくり推進基金条例（平成18年三豊市条例第92号）は、廃止

する。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第４０号

   三豊市仁尾町ふる里創生基金条例の廃止について

 三豊市仁尾町ふる里創生基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市仁尾町ふる里創生基金条例を廃止する条例

 三豊市仁尾町ふる里創生基金条例（平成18年三豊市条例第93号）は、廃止する。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第４１号

   三豊市仁尾町観光振興事業基金条例の廃止について

 三豊市仁尾町観光振興事業基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市仁尾町観光振興事業基金条例を廃止する条例

 三豊市仁尾町観光振興事業基金条例（平成18年三豊市条例第99号）は、廃止す

る。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第４２号

   三豊市山本町地域振興基金条例の廃止について

 三豊市山本町地域振興基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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三豊市条例第 号

   三豊市山本町地域振興基金条例を廃止する条例

 三豊市山本町地域振興基金条例（平成18年三豊市条例第85号）は、廃止する。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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議案第４３号 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、三豊市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

る。 

１ 契 約 の 目 的  平成３０年度 三豊市立山本地区新設統合幼稚園（仮称）建 

築工事 

２ 工 事 の 場 所  三豊市山本町大野地内 

３ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

４ 契 約 の 金 額  ５２９，２００，０００円 

５ 契約の相手方  香川県三豊市仁尾町仁尾辛１５番地１ 

          株式会社菅組 

代表取締役社長 菅 徹夫 

  平成３１年２月２７日提出 

                         三豊市長 山下 昭史 
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議案第４４号

   指定管理者の指定について（三豊市詫間町松崎コミュニティセンター）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定し

たいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

(1) 名 称  三豊市詫間町松崎コミュニティセンター

(2) 位 置  香川県三豊市詫間町松崎７１７番地１

２ 指定管理者に指定する団体

(1) 所在地  香川県三豊市詫間町詫間１３３８番地１３

(2) 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間

(3) 代表者  理事長 本田 進

３ 指定の期間

  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第４５号

   指定管理者の指定について（三豊市詫間町箱浦ビジターハウス）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定し

たいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

(1) 名 称  三豊市詫間町箱浦ビジターハウス

(2) 位 置  香川県三豊市詫間町箱８５９番地２９

２ 指定管理者に指定する団体

(1) 所在地  香川県三豊市詫間町詫間１３３８番地１３

(2) 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間

(3) 代表者  理事長 本田 進

３ 指定の期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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議案第４６号

   市道の路線廃止及び路線認定について

 市の区域内の全ての市道の路線を廃止し、及び別冊三豊市市道認定路線一覧表の

とおり市道の路線を認定することについて、道路法第８条第２項及び第１０条第３

項の規定により、議会の議決を求める。

  平成３１年２月２７日提出

                         三豊市長 山下 昭史  
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